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持続可能な開発目標（SDGs）は「誰一人取り残さない」社会の実現をめざす国際目標です。
私たち一人ひとりの暮らし方が、世界の未来を変えていきます。 市ＨＰ▶

地域の方々からの情報を掲載しています。　内容については直接お問い合わせください。

希望月の2か月前の5日までに原稿をご提出ください。掲載希望月の1か月前頃
までに連絡します。（不掲載の場合は連絡しません。）
※紙面の都合等で掲載できない場合があります。
※�政治・宗教・営業活動に関する記事は掲載できません。

総務課 4階45番　
☎06-6715-9683 06-6717-1160

申込み
問合せ

「みんなの掲示板」に掲載ご希望の方へ

お困りのこと、手伝ってほしいこと
なんでもご相談ください　 無 料

　相談だけでなく、実際のお手伝いも無料でさせていただきます。できな
いこともありますが、まずは気軽にお尋ねください。
問合せ �お手伝い隊事務局 担当：奥野 �

☎070-5667-9604　 Otetsudaitai12@icloud.com

障がい児対象のチャレンジイベント 
ボランティア 大募集中！　 無料

　毎月第4土曜日にアウトドアメインの余暇イベントを開催中。障がいのあ
る方とボランティアスタッフの総勢約30名でマイクロバスに乗り込み、目的
地へ向かいます。現地では、障がいがある方とマンツーマンで楽しく活動♪
ボランティア初心者の方も大歓迎。ぜひお問い合わせください！
と き �毎月第4土曜日 9：00～18：00（予定）
ところ �関西2府4県（月によって行先が異なります）
対 象 ��高校生～社会人

�サンフェイス事務局へ電話・メールにてご連絡ください�
☎06-6751-7733 　 sunface.group@gmail.com

申込み
問合せ

なんでも相談いらっしゃ～い 無 料

　「どこに相談にいったらいいかわからない」といった困りごとをなんでも相
談できます。
※�やさしい日本語や、スマホの翻訳機能も使ってご対応いたします。
と き �4月22日(水)10:00～12:00、13:00～14:30（受付14:00まで）
ところ �生野区社会福祉協議会（勝山北3-13-20）�

1階ボランティアルーム
問合せ�「なんでも相談いらっしゃ～い」（社協登録ボランティアグループ）�

担当：くわもと ☎080-3811-0650 ０６-6７４１-0６５７

各種スポーツ教室に参加してみませんか
期 間 �令和８年４月～令和９年３月　ところ 生野スポーツセンター等
対 象 区内在住または在勤の方　参加費 くわしくは 問合せまで

種目 開催日 ところ

民謡 第４水 19:00～ 生野スポーツセンター
第２月 19:00～ 生野区民センター

健康体操 金　10:00～ 生野スポーツセンター
少年剣道 火・木 18:00～ 生野スポーツセンター

バドミントン 火　18:30～ 生野スポーツセンター
※休みの場合がありますのでご確認ください。

問合せ �生野区民センター　☎06-6716-3020

大阪府では、物価高騰の影響を受けている子育て世帯及び大学生等を支援する
ため、「大阪府子ども・大学生等への食費支援事業」により、府内の子ども・大学生
等や妊娠されている方を対象に10,000円相当のお米または食料品を給付してい
ます。
給付を受けるためには申請が必要です。
【申請期間：6月25日（木）まで】
なお、手続きが簡略化される場合もありますので、
くわしくは特設サイトをご確認の上、ぜひ申請して
ください。

子ども・大学生等に対してお米・食料品を給付します 要申込

問合せ �大阪府子ども・大学生等食費支援事業コールセンター�
 ☎0120-479-208   06-6676-8963
（9：00～18：00 ※日・祝日除く）※�申請期間終了後は、平日のみ

花づくりについて、基礎知識と実践的なスキルを
習得し、生野区での緑化活動を推進していただける
方を募集します！
と き �①6月12日(金)、②7月10日(金)、③9月11日(金)、

④10月9日(金)、⑤11月13日(金)�
いずれも10：00～12：00

ところ 区役所内会議室　 対 象 区内在住の方
定 員 �10名程度（定員を超えた場合は抽選。申込み者

全員に抽選結果を通知します）
申込み �5月22日(金)までに、住所・氏名・電話番号を

ご記入のうえ、はがき・電話・FAX・メールにて
問合せ まで

問合せ � 地域まちづくり課 4階44番�
☎06-6715-9734 06-6717-1163�

ikuno-tiki@city.osaka.lg.jp

花と緑をふやす活動、� 無 料 要申込
はじめませんか？

『生野区緑化ボランティア』育成講習会

固定資産税・都市計画税（第1期）
納期限は4月30日（木）です

・�固定資産税・都市計画税（土地・家屋）について 
問合せ �なんば市税事務所　固定資産税グループ�

☎06-4397-2957(土地)、2958(家屋)�
（平日9:00～17:30、金曜日は9:00～19:00）

・�固定資産税（償却資産）について 
問合せ �船場法人市税事務所�

固定資産税（償却資産）グループ�
☎06-4705-2941 06-4705-2905�
（平日９:00～17:30）

特設サイト
はこちら▶

生野区内で社会貢献活動をしている団体やグルー
プに助成金を給付します。
対 象 �生野区内で、心のふれあう明るく豊かな地域

社会の発展に資する活動に実績のある団体・
グループ（児童・高齢者・障がい者を対象とす
る事業のほか地域の課題解決に役立つ活動）

助成額 20万円以内（活動状況に応じる）
運営委員会で助成先を選考・決定のうえ7月に
給付予定

申請方法 �申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付
の上、下記送付先まで郵送。申請
書類等くわしくは、りそな銀行HP
でご確認ください。また申請書は
区役所でも配布しています。

送付先 �〒135-8581
東京都江東区木場1-5-65 深川ギャザリアＷ2棟�
株式会社りそな銀行 信託オペレーションオ
フィス 公益信託担当（生野ふれ愛基金）

締 切 5月14日（木）当日消印有効

「生野ふれ愛基金」助成先を募集します！

問合せ � 総務課 4階46番�
☎06-6715-9625 06-6717-1160

　生野区制50周年記念事業として設立された基金で
す。区民の皆さんの協賛をいただき、助成金を給付して
います。趣旨にご賛同いただける皆さんのご寄付も募っ
ています。

生野ふれ愛基金
●犬の飼い主の皆様へ
ふん尿の後始末は飼い主の責任です。必ず後始末
をしましょう。また、ふん尿はできるだけ自宅でさせ
たあと、散歩に出かけるようにしつけましょう。公共
の場所での犬の放し飼いは条例で禁止されています
ので、絶対にやめましょう。
●猫の飼い主の皆様へ
放し飼いにより、他人の家でふん尿をしたり、物を壊

したりして他人に迷惑をかけることがあります。交通
事故や病気を避けるためにも、室内で飼育しましょう。
●愛情と責任を持って終生飼いましょう
犬や猫を捨てることは動物の愛護及び管理に関す
る法律に違反し、罰則が科せられます。
問合せ � 保健福祉課 2階25番�

☎06-6715-9973 06-6712-0652

4月は「犬・猫を正しく飼う運動
強調月間」です

くわしくは
こちら▼


